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地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された契約金額の 

増減の専決処分をしたことの報告について 

上記の報告をする。 

令和６年６月３日 

            提出者 杉並区長   岸  本  聡  子     

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により指定された契約金額の 

増減の専決処分をしたことの報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により指定され

た契約金額の増減について、下記のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。 

記 

１ 件名及び契約名  令和５年第２回杉並区議会定例会において議案第４３号に

より議決を得た「馬橋公園拡張整備工事」 

２ 金 額 の 変 更  議決を得た契約金額  金２６０，７００，０００円 

           変更後の契約金額  金２５５，６９３，９００円 

           契 約 金 額 の 減 額    金５，００６，１００円 

３ 変 更 理 由  園路の舗装に係る工種の一部取りやめを行ったほか、同公

園で施工中の他工事と交通誘導員の割り当て等の調整を行

い、本工事の交通誘導員の減員を行ったため。 

４ 専決処分年月日  令和６年３月１９日 


